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実
務
対
応
報
告
40
号
の
改
正
案
、公
表

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

会
　
　
計

グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
適
用
時
の
子
会

社
株
式
等
の
売
却
に
係
る
税
効
果
の
今

後
の
方
向
性
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、税
効
果
会
計
専
門
委

会
　
　
計

去
る
２
０
２
１
年
12
月
15
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
第
１
７
３
回

金
融
商
品
専
門
委
員
会
を
開
催
し

た
。前

回
（
２
０
２
１
年
12
月
20
日
号

（
№
１
６
３
１
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）
の
議
論
を
踏
ま
え
、
実
務

対
応
報
告
40
号
「
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
を
参

照
す
る
金
融
商
品
に
関
す
る
ヘ
ッ
ジ

会
計
の
取
扱
い
」
の
改
正
案
に
つ
い

て
議
論
さ
れ
た
。

改
正
案

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
。

⑴　
金
利
ス
ワ
ッ
プ
の
特
例
処
理

金
利
指
標
置
換
後
の
金
利
ス
ワ
ッ

プ
の
特
例
処
理
に
関
し
て
、
当
初
金

利
ス
ワ
ッ
プ
の
特
例
処
理
を
適
用
し

て
い
た
金
融
商
品
を
そ
の
対
象
と

し
、会
計
制
度
委
員
会
報
告
14
号「
金

融
商
品
会
計
に
関
す
る
実
務
指
針
」

178
項
の
⑤
以
外
の
要
件
が
満
た
さ
れ

て
い
る
場
合
、
２
０
２
４
年
３
月
31

日
以
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
翌

期
首
以
降
も
適
用
を
継
続
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
取
扱
い
は

振
当
処
理
に
も
準
用
さ
れ
る
。

⑵　
再
検
討
の
対
応

Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
公
表
停
止
ま
で
に
さ

ま
ざ
ま
な
不
確
実
性
が
想
定
さ
れ
得

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
関
係
者
か
ら

の
論
点
の
提
示
に
応
じ
て
随
時
再
確

認
を
行
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
具
体
的
な
再
検
討
の
時
期
は
示

さ
ず
、「
必
要
な
場
合
に
は
改
め
て

再
確
認
を
行
う
」
と
し
て
い
る
。

⑶　
シ
ン
セ
テ
ィ
ッ
ク
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ

前
回
の
事
務
局
提
案
で
は
、
シ
ン

セ
テ
ィ
ッ
ク
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｏ
Ｒ
に
つ
い
て

は
別
途
の
記
載
を
行
わ
な
い
と
さ
れ

た
が
、
結
論
の
背
景
で
記
載
を
行
う

こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　

＊

事
務
局
の
改
正
案
に
つ
い
て
、
専

門
委
員
か
ら
は
賛
意
が
示
さ
れ
た
。

第
４
７
０
回
親
委
員
会
の
審
議

去
る
２
０
２
１
年
12
月
20
日
に

開
催
さ
れ
た
親
委
員
会
で
も
、
改

正
案
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
、

全
員
の
賛
成
で
公
表
議
決
さ
れ
た

（
２
０
２
１
年
12
月
24
日
公
表
。
コ

メ
ン
ト
期
限
は
２
０
２
２
年
２
月
24

日
。https://w

w
w

.asb.or.jp/
jp/accou

n
tin

g_stan
dards/

exposure_draft/y2021/2021-
1224.htm

l

）。

去
る
２
０
２
１
年
12
月
22
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
第
76
回
税
効

果
会
計
専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

２
０
１
８
年
に
日
本
公
認
会
計
士

協
会
の
実
務
指
針
の
移
管
に
伴
い
、

あ
ら
た
め
て
対
応
す
べ
き
か
ど
う
か

検
討
す
る
と
し
て
い
た
論
点
の
う

ち
、
グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
が
適
用
さ

れ
る
場
合
の
子
会
社
株
式
等
の
売
却

に
係
る
税
効
果
の
今
後
の
方
向
性
に

つ
い
て
、
検
討
し
た
。

論
点
の
概
要

事
務
局
に
よ
る
と
、
論
点
は
次
の

よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

⑴　
グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
の
適
用
時
、

連
結
損
益
計
算
書
に
お
い
て
は
、

子
会
社
株
式
売
却
益
（
ま
た
は
売

却
損
）は
消
去
さ
れ
て
お
り
、ま
た
、

課
税
関
係
も
生
じ
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
連
結
損
益
計
算
書

上
、
税
金
費
用
が
計
上
さ
れ
る
こ

と
に
違
和
感
が
あ
る
。
未
実
現
の

損
益
に
対
し
て
税
金
費
用
が
計
上

さ
れ
、
税
引
前
当
期
純
利
益
と
税

金
費
用
が
対
応
し
な
い
の
で
は
な

い
か
。　

⑵　
現
行
の
税
効
果
会
計
適
用
指
針

で
は
、
個
別
財
務
諸
表
で
計
上
さ

れ
る
子
会
社
株
式
等
の
譲
渡
損
益

に
係
る
繰
延
税
金
負
債
が
、
連
結

財
務
諸
表
に
お
い
て
一
律
に
認
識

さ
れ
る
一
方
、
子
会
社
等
に
対
す

る
投
資
（
留
保
利
益
等
）
に
係
る

一
時
差
異
に
対
す
る
繰
延
税
金
資

産
ま
た
は
繰
延
税
金
負
債
は
、
子

会
社
株
式
を
売
却
す
る
意
思
決
定

を
行
う
ま
で
認
識
さ
れ
な
い
。

事
務
局
の
対
応
案

前
記
の
論
点
に
つ
い
て
、
事
務
局

は
次
の
よ
う
な
分
析
を
示
し
た
。

子
会
社
株
式
等
の
売
却
損
益
は
連

結
財
務
諸
表
上
消
去
さ
れ
る
が
、
一

方
で
子
会
社
等
の
利
益
が
取
り
込
ま

れ
る
た
め
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は

未
実
現
の
利
益
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
現
行
の
取
扱
い
は
、
未
実

現
の
損
益
に
対
す
る
税
金
費
用
の
計

上
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。　

投
資
の
売
却
に
よ
り
一
時
差
異
が

生
じ
る
が
、
グ
ル
ー
プ
法
人
税
制
の

課
税
の
実
態
を
踏
ま
え
、
一
時
差
異

は
納
税
主
体
ご
と
に
識
別
す
る
の
が

適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ら
の
一
時
差
異
に
つ
い
て

は
そ
れ
ぞ
れ
に
税
効
果
を
認
識
す
る

こ
と
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

税
務
上
繰
り
延
べ
ら
れ
る
子
会
社

株
式
等
の
売
却
損
益
に
係
る
一
時
差

異
と
子
会
社
等
に
対
す
る
投
資
に
係

る
一
時
差
異
は
性
格
が
異
な
る
た

め
、
前
者
を
後
者
に
準
じ
た
取
扱
い

と
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。

し
た
が
っ
て
、連
結
財
務
諸
表
上
、

売
却
元
企
業
に
お
い
て
計
上
し
た
売

却
損
益
の
繰
延
べ
に
係
る
繰
延
税
金

資
産
ま
た
は
繰
延
税
金
負
債
の
現
行

の
取
扱
い
は
、
適
切
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
理
屈
は
わ

か
る
が
、
現
状
の
取
扱
い
に
違
和
感

が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
変
更

の
必
要
が
な
い
と
す
る
こ
と
は
実
務

の
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
な
い

か
」、「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
基
準
と
の
整
合
性

の
検
討
な
ど
も
行
う
べ
き
」
と
の
指

摘
が
あ
っ
た
。
事
務
局
は
、「
今
回

は
現
行
の
税
効
果
の
枠
組
み
で
の
分

析
で
あ
り
、
他
に
ど
の
よ
う
な
ポ
イ

ン
ト
が
あ
る
の
か
を
考
え
る
。
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
で
は
、
特
定
の
規
定
が
な
く
、

各
社
の
個
別
判
断
と
な
る
た
め
、
ど

の
程
度
事
例
が
あ
る
か
を
調
べ
る
」

と
回
答
し
た
。
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「
慰
謝
料
」
に
つ
い
て
、
法
律
は
次

の
よ
う
に
定
め
て
い
ま
す
。【（
略
）
前

条
の
規
定
に
よ
り
損
害
賠
償
の
責
任
を

負
う
者
は
、
財
産
以
外
の
損
害
に
対
し

て
も
、
そ
の
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
民
法
710
）】。「
財
産
以
外
の
損

害
」、
す
な
わ
ち
「
精
神
的
損
害
」
の

賠
償
が
、
一
般
的
に
「
慰
謝
料
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

精
神
的
な
苦
痛
を
受
け
た
か
ら
と

い
っ
て
、
常
に
慰
謝
料
の
請
求
が
認
め

ら
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

民
法
710
条
に
は
、「
前
条
の
規
定

に
よ
り
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
う
者

は
、」
と
あ
り
ま
す
。「
前
条
の
規
定
」

と
は
民
法
709
条
（
不
法
行
為
の
規
定
）

で
す
。
つ
ま
り
、
慰
謝
料
を
請
求
で

き
る
の
は
、
不
法
行
為
の
要
件
を
充
た

し
た
場
合
で
す
。

民
法
709
条
は
、
名
誉
棄
損
・
著
作

権
侵
害
・
暴
行
・
交
通
事
故
・
不
倫
な

ど
、
契
約
関
係
に
な
い
相
手
か
ら
被
害

を
受
け
た
場
合
に
幅
広
く
適
用
さ
れ
る

法
律
で
す
。

不
法
行
為
に
よ
っ
て
慰
謝
料
を
含
む

損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
主
な
条
件

は
、
次
の
４
つ
で
す
。

①
「
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
」。

ま
ず
、
権
利
（
ま
た
は
法
律
で
保
護
さ

れ
る
利
益
）
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
が
必

要
で
す
。
単
に
「
嘘
を
つ
か
れ
て
、
腹

が
立
っ
た
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
慰
謝

料
請
求
は
で
き
ま
せ
ん
。「
権
利
ま
た

は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
」
と
は
、

た
と
え
ば
、
物
の
所
有
権
、
経
済
的

な
利
益
、
生
命
、
身
体
、
名
誉
、
信

用
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
著
作
権
な
ど
で

す
。
た
と
え
ば
、
ネ
ッ
ト
上
で
社
会
的

評
価
を
低
下
さ
せ
る
誹
謗
中
傷
を
書

き
込
ま
れ
た
場
合
は
、
名
誉
と
い
う
権

利
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
「
加
害
者
に
故
意
ま
た
は
過
失
が

あ
る
こ
と
」。
た
と
え
被
害
を
受
け
た

と
し
て
も
、
そ
の
加
害
者
に
過
失
が
な

け
れ
ば
、
裁
判
所
に
訴
え
て
も
、
原

則
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
は
認
め
ら
れ

ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
交
通
事
故
で

相
手
の
過
失
が
ゼ
ロ
の
場
合
や
、
配
偶

者
の
不
倫
相
手
が
独
身
と
信
じ
て
交

際
し
て
い
た
場
合
（
か
つ
、
そ
の
よ
う

に
信
じ
た
こ
と
が
、
や
む
を
得
な
か
っ

た
場
合
）
は
、
そ
の
相
手
に
慰
謝
料
を

請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

③
「
損
害
が
発
生
し
た
こ
と
」。「
損

害
」
に
は
、
経
済
的
な
損
失
だ
け
で
な

く
、
精
神
的
損
害
で
あ
る
「
慰
謝
料
」

も
含
ま
れ
ま
す
。

④
「
加
害
行
為
と
因
果
関
係
の
あ

る
損
害
で
あ
る
こ
と
」。
加
害
行
為
と

因
果
関
係
の
な
い
損
害
に
つ
い
て
、
賠

償
請
求
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

①
～
④
の
条
件
を
す
べ
て
充
た
せ

ば
、
原
則
と
し
て
、
加
害
者
に
慰
謝

料
の
請
求
が
で
き
ま
す
。

慰
謝
料
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
場

合
、
そ
の
金
額
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

こ
の
点
、
交
通
事
故
の
場
合
は
、
裁

判
例
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
相
場
が
形
成

さ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
通

院
３
カ
月
で
怪
我
が
完
治
し
た
場
合
、

裁
判
に
お
け
る
慰
謝
料
の
相
場
は
約

73
万
円
（
む
ち
打
ち
症
で
他
覚
症
状
が

な
い
場
合
は
約
53
万
円
）
に
な
り
ま
す

（
２
０
２
０
年
版
「
民
事
交
通
事
故
訴

訟　
損
害
賠
償
額
算
定
基
準
」）。
も
っ

と
も
、
被
害
者
に
も
過
失
が
あ
る
場

合
は
、
そ
の
過
失
の
度
合
い
に
応
じ
て

賠
償
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
（
過
失
相

殺
。
民
法
722
②
）。

交
通
事
故
以
外
の
慰
謝
料
に
つ
い
て

も
、
名
誉
棄
損
、
不
倫
な
ど
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
ご
と
に
、
あ
る
程
度
の
相
場
は

あ
り
ま
す
。し
か
し
、通
院
期
間
と
い
っ

た
一
律
の
指
標
が
な
い
た
め
、
裁
判
で

決
ま
る
金
額
を
事
前
に
予
測
す
る
こ
と

は
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

裁
判
で
慰
謝
料
を
請
求
す
る
場
合
、

請
求
す
る
金
額
自
体
は
、
い
く
ら
で
も

構
い
ま
せ
ん
。
極
端
に
い
え
ば
、
1
億

円
の
慰
謝
料
請
求
も
可
能
で
す
。
た

だ
し
、
民
事
裁
判
で
は
、
訴
え
を
起

こ
す
際
、
請
求
す
る
金
額
に
応
じ
て

収
入
印
紙
を
貼
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
1
億
円
の
請
求
を
す
る

場
合
、
32
万
円
の
収
入
印
紙
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

慰
謝
料

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
〟

法
律
雑
学

改
正
リ
ー
ス
会
計
基
準
の
重
要
性
に

関
す
る
定
め
等
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
２
０
２
１
年
12
月
20
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
第
４
７
０
回

企
業
会
計
基
準
委
員
会
を
開
催
し

た
。第

１
６
０
回
リ
ー
ス
会
計
専
門
委

員
会（
２
０
２
２
年
１
月
１
日
号（
№

１
６
３
２
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
リ
ー
ス
会
計
基

準
の
改
正
に
お
け
る
次
の
テ
ー
マ
に

つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
た
。

重
要
性
に
関
す
る
定
め

リ
ー
ス
の
会
計
処
理
に
お
け
る
重

要
性
に
関
す
る
定
め
に
つ
い
て
審
議

が
行
わ
れ
た
。

数
値
基
準
に
よ
る
簡
便
的
な
取
扱

い
を
定
め
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い

て
、
事
務
局
か
ら
、
数
値
基
準
に
よ

る
重
要
性
に
基
づ
く
簡
便
的
な
取
扱

い
を
採
り
入
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
具

体
的
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

16
号
「
リ
ー
ス
」
Ｂ
Ｃ
86
項
の
よ
う

な
一
般
的
な
重
要
性
に
関
す
る
記
載

は
行
わ
な
い
と
の
案
が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
個
々
の
取
扱
い
（
リ
ー
ス

資
産
総
額
に
重
要
性
が
乏
し
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
の
利
息
相
当
額
、
少

額
リ
ー
ス
資
産
、
短
期
の
リ
ー
ス
取

引
）
に
つ
い
て
は
、
簡
便
的
な
取
扱

い
を
設
け
る
事
務
局
案
が
示
さ
れ

た
。委

員
か
ら
は
、「
一
般
的
な
重
要

性
を
記
載
し
な
い
と
あ
る
が
、
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
で
は
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、

日
本
基
準
は
記
載
し
な
い
と
い
う
こ

と
が
、
意
図
し
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
に

な
る
懸
念
が
あ
る
」
と
の
意
見
が
聞

か
れ
た
。

リ
ー
ス
を
構
成
す
る
部
分
と
リ
ー

ス
を
構
成
し
な
い
部
分
の
区
分

維
持
管
理
費
用
相
当
額
（
リ
ー
ス

物
件
の
維
持
管
理
に
伴
う
固
定
資
産

税
、
保
険
料
等
の
諸
費
用
）
に
つ
い

て
は
、
前
回
専
門
委
員
会
で
は
、
現

行
リ
ー
ス
適
用
指
針
に
お
け
る
取
扱

い
を
踏
襲
す
る
方
法
と
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

16
号
と
整
合
的
な
方
法
の
い
ず
れ
か

と
す
る
案
が
示
さ
れ
て
い
た
。

専
門
委
員
の
意
見
を
踏
ま
え
、「
独

立
価
格
の
比
率
に
基
づ
き
、
リ
ー
ス

を
構
成
す
る
部
分
と
リ
ー
ス
を
構
成

し
な
い
部
分
に
配
分
す
る
方
法
（
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
16
号
と
整
合
的
な
配
分
方

法
）
の
み
」
と
す
る
修
正
案
が
示
さ

れ
た
。

委
員
か
ら
は
、
特
段
の
反
対
意
見

は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。
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サ
ブ
リ
ー
ス
取
引
の
取
扱
い
等
、検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、リ
ー
ス
会
計
専
門
委

会
　
　
計

Ｉ
Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
に
係
る
基
準
開
発

は
取
引
慣
行
の
定
着
を
待
つ
方
向

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、実
務
対
応
専
門
委

会
　
　
計

去
る
２
０
２
１
年
12
月
24
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
第
１
０
７
回

リ
ー
ス
会
計
専
門
委
員
会
を
開
催
し

た
。主

な
検
討
事
項
は
次
の
と
お
り

借
手
に
お
け
る
再
リ
ー
ス
の
会
計

処
理
の
簡
便
的
取
扱
い

リ
ー
ス
の
会
計
処
理
に
お
け
る
重

要
性
に
関
す
る
定
め
に
お
い
て
、
借

手
に
お
け
る
再
リ
ー
ス
の
会
計
処
理

の
定
め
に
簡
便
的
な
取
扱
い
を
採
り

入
れ
る
か
審
議
が
行
わ
れ
た
。

事
務
局
か
ら
は
、
再
リ
ー
ス
は
わ

が
国
特
有
の
商
慣
習
で
あ
り
、
現
行

の
取
扱
い
を
継
続
す
る
こ
と
で
、
追

加
的
な
負
担
を
減
ら
す
た
め
、
次
の

簡
便
的
な
取
扱
い
の
案
が
示
さ
れ

た
。

・
借
手
に
再
リ
ー
ス
を
当
初
の
リ
ー

ス
と
は
別
の
リ
ー
ス
と
し
て
扱
う

こ
と
を
認
め
る
。

・
再
リ
ー
ス
と
し
て
想
定
さ
れ
る
取

引
を
示
す
た
め
に
、
結
論
の
背
景

に
、
一
般
的
な
特
徴
を
記
載
す
る
。

専
門
委
員
か
ら
の
「
３
０
０
万
円

基
準
の
判
定
は
、
更
新
・
延
長
し
た

再
リ
ー
ス
の
部
分
の
金
額
で
す
る
の

か
、
当
初
リ
ー
ス
と
の
通
算
額
で
す

る
の
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
事

務
局
か
ら
「
検
討
す
る
」
と
の
回
答

が
あ
っ
た
。

サ
ブ
リ
ー
ス
取
引

原
資
産
が
借
手（
中
間
的
な
貸
手
）

か
ら
第
三
者
に
さ
ら
に
リ
ー
ス
（
サ

ブ
リ
ー
ス
）
さ
れ
、
当
初
の
貸
手
と

借
手
の
間
の
リ
ー
ス
（
ヘ
ッ
ド
リ
ー

ス
）
が
依
然
と
し
て
有
効
で
あ
る
取

引
（
サ
ブ
リ
ー
ス
取
引
）
に
つ
い
て

議
論
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
な
か
で
、
中
間
的
な
貸
手
が

借
手
に
対
す
る
代
金
回
収
リ
ス
ク
を

負
わ
な
い
パ
ス
・
ス
ル
ー
型
の
サ
ブ

リ
ー
ス
取
引
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
事
務
局
案
が
示
さ
れ
た
。

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
場
合

に
、
ヘ
ッ
ド
リ
ー
ス
と
サ
ブ
リ
ー
ス

を
個
別
に
会
計
処
理
す
る
の
で
は
な

く
、
リ
ー
ス
を
仲
介
す
る
取
引
と
し

て
会
計
処
理
す
る
。

⑴　
ヘ
ッ
ド
リ
ー
ス
と
サ
ブ
リ
ー
ス

に
お
け
る
契
約
の
開
始
日
と
終
了

日
が
一
致
し
て
い
る
。

⑵　
ヘ
ッ
ド
リ
ー
ス
と
サ
ブ
リ
ー
ス

の
賃
料
の
差
額
は
手
数
料
の
み
で

あ
る
と
判
断
で
き
、
中
間
的
な
貸

手
は
、
当
該
手
数
料
相
当
額
の
み

に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
。

⑶　
中
間
的
な
貸
手
は
、
サ
ブ
リ
ー

ス
の
借
手
か
ら
賃
借
料
の
支
払
を

受
け
た
と
き
の
み
、
ヘ
ッ
ド
リ
ー

ス
の
貸
手
に
支
払
う
義
務
を
負
う
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
パ
ス
・
ス

ル
ー
型
サ
ブ
リ
ー
ス
は
、
取
引
の
性

格
上
、
リ
ー
ス
の
定
義
に
合
致
し
な

い
の
で
は
な
い
か
」、「
仲
介
的
な
貸

手
に
つ
い
て
、
収
益
認
識
基
準
の
代

理
人
の
よ
う
な
処
理
が
で
き
な
い

か
」
な
ど
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

去
る
２
０
２
１
年
12
月
22
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
第
１
４
２
回

実
務
対
応
専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
内
容
は
次
の
と
お
り
。

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
ト
ー
ク
ン
関
係

⑴　
認
識
の
時
期

「
約
定
日
」
は
、
多
く
の
場
合
で

実
務
的
に
把
握
可
能
と
考
え
ら
れ
、

現
行
の
有
価
証
券
の
実
務
と
も
整
合

す
る
た
め
、
約
定
日
に
よ
る
認
識
は

取
引
関
係
者
に
と
っ
て
受
け
入
れ
や

す
い
基
準
で
あ
る
。

た
だ
し
、
電
子
記
録
移
転
有
価
証

券
表
示
権
利
（
以
下
、「
Ｓ
Ｔ
」
と
い

う
）
等
の
売
買
に
係
る
契
約
に
お
い

て
は
、
約
定
日
が
ど
の
時
点
な
の
か

必
ず
し
も
明
確
で
な
い
と
考
え
ら
れ
、

判
断
に
困
難
が
生
じ
る
懸
念
が
あ
る
。

こ
の
点
、
約
定
日
は
金
融
商
品
会
計

基
準
等
で
定
義
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一

般
的
に
は
売
買
が
成
立
し
た
日
と
捉

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
Ｓ

Ｔ
等
の
発
生
お
よ
び
消
滅
に
つ
い
て
は

「
約
定
日
」
に
認
識
す
る
こ
と
と
す

る
が
、
約
定
日
が
明
確
で
な
い
場
合

に
お
い
て
は
「
売
買
の
合
意
が
成
立

し
た
時
点
」
に
認
識
す
る
こ
と
も
認

め
る
取
扱
い
が
提
案
さ
れ
た
。

⑵　
開
示
の
取
扱
い

現
行
の
有
価
証
券
お
よ
び
信
託
受

益
権
の
開
示
に
関
す
る
定
め
に
従
う

こ
と
と
し
、
追
加
の
定
め
を
設
け
る

必
要
は
な
い
と
の
考
え
を
示
し
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
関
係

⑴　
基
準
開
発
の
時
期

わ
が
国
に
お
け
る
対
象
取
引
へ
の

取
組
み
が
定
着
し
、
対
象
取
引
の
取

引
慣
行
が
一
定
程
度
定
ま
っ
て
か
ら

基
準
開
発
に
着
手
す
る
と
考
え
ら
れ

る
と
し
た
。
ま
た
、
そ
の
時
点
で
私

法
上
の
取
扱
い
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い

な
い
場
合
ま
た
は
国
際
的
な
基
準
開

発
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
、
私
法

上
の
取
扱
い
が
明
ら
か
と
な
っ
た
際

ま
た
は
国
際
的
な
基
準
開
発
が
行
わ

れ
た
際
に
見
直
し
の
要
否
の
検
討
を

行
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
取
扱
い
を

定
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。

⑵　
会
計
処
理
に
関
す
る
論
点

今
後
、
会
計
基
準
の
整
備
に
向
け

た
検
討
を
行
う
際
、
基
準
開
発
を
行

う
場
合
に
取
り
扱
う
べ
き
会
計
上
の

論
点
に
つ
い
て
整
理
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
事
務
局
は
、
発
行
者

に
お
け
る
会
計
処
理
と
保
有
者
に
お

け
る
会
計
処
理
と
に
分
け
て
想
定
さ

れ
る
会
計
上
の
論
点
を
示
し
た
う
え

で
、
今
後
の
方
向
性
に
関
す
る
予
備

的
な
分
析
を
行
っ
た
。
論
点
は
次
の

と
お
り
。

①　
Ｉ
Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
の
発
行
者
に

お
け
る
会
計
処
理
に
関
す
る
論
点

・
Ｉ
Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
の
発
行
者
に

お
け
る
発
行
時
の
会
計
処
理

・
自
己
が
発
行
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｏ
ト
ー

ク
ン
を
保
有
し
て
い
る
場
合
の

会
計
処
理

②　
Ｉ
Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
の
保
有
者
に

お
け
る
会
計
処
理
に
関
す
る
論
点

・
発
行
者
以
外
の
Ｉ
Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク

ン
の
保
有
者
に
お
け
る
会
計
処

理
に
関
す
る
論
点
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国
税
庁
長
官・新
春
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
─
国
税
庁

税
　
　
務

大
鹿
行
宏
国
税
庁
長
官
は
、
国

税
記
者
ク
ラ
ブ
と
の
会
見
に
応
じ
、

２
０
２
２
年
の
抱
負
等
を
語
っ
た
。

新
年
の
抱
負

昨
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
は
大
き
く
、
予
断
を
許

さ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
と
認
識

し
て
い
る
。
前
例
の
な
い
状
況
下
で

は
あ
る
が
、
納
税
者
の
利
便
性
向
上

に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
適
正
・
公

平
な
課
税
・
徴
収
の
実
現
、
税
務
行

政
の
Ｄ
Ｘ
の
推
進
等
に
努
め
た
い
。

電
子
帳
簿
保
存
制
度
の
見
直
し
に

つ
い
て
の
当
局
の
対
応
方
針

２
０
２
１
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
、
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
の
見
直

し
が
行
わ
れ
、「
優
良
な
電
子
帳
簿
」

を
一
定
の
要
件
の
も
と
で
使
用
し
て

い
る
場
合
に
は
、
青
色
申
告
特
別
控

除
や
過
少
申
告
加
算
税
に
関
し
て
恩

典
が
受
け
ら
れ
る
し
く
み
も
導
入
さ

れ
て
い
る
。
本
制
度
の
利
用
促
進
を

通
じ
て
経
済
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化
を

推
進
す
べ
く
、
引
き
続
き
制
度
の
普

及
促
進
に
鋭
意
努
め
て
い
く
。

消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入

に
向
け
た
取
組
み

２
０
２
３
年
10
月
か
ら
の
制
度
実

施
に
向
け
て
、
昨
年
10
月
か
ら
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
申
請
の

受
付
が
開
始
さ
れ
、
登
録
申
請
状
況

の
出
だ
し
は
お
お
む
ね
順
調
で
あ

る
。制
度
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
て
、

オ
ン
ラ
イ
ン
説
明
会
の
開
催
な
ど
の

周
知
・
広
報
活
動
を
引
き
続
き
し
っ

か
り
と
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

今
後
の
税
務
調
査
等
の
方
針

感
染
対
策
を
徹
底
し
た
う
え
で
、

実
地
調
査
は
、
富
裕
層
・
消
費
税
不

正
還
付
・
無
申
告
等
の
大
口
・
悪
質

な
事
案
な
ど
、
調
査
優
先
度
の
高
い

事
案
へ
の
的
確
な
実
施
、
徴
収
事
務

は
、
猶
予
処
理
を
最
優
先
と
し
た
事

務
運
営
と
し
つ
つ
も
、
十
分
な
資
力

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
付
の
意

思
が
認
め
ら
れ
な
い
者
等
へ
の
厳
正

な
対
処
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
納
税
者
か
ら
要
望
が
あ
れ

ば
、
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
シ
ス
テ
ム
等
の
活

用
、
対
面
に
よ
ら
ず
に
実
施
可
能
な

事
案
に
つ
い
て
は
、
電
話
あ
る
い
は

書
面
に
よ
る
行
政
指
導
も
積
極
的
に

実
施
し
て
い
る
。

国
際
会
計

財
務
報
告
概
念
Ｆ
Ｗ
の「
財
務
諸
表
の

要
素
」・「
表
示
」、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー・フ
ァ
イ
ナ
ン
ス・プ
ロ

グ
ラ
ム
に
関
す
る
Ｅ
Ｄ
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
２
０
２
１
年
12
月
22
日
、
Ｆ

Ａ
Ｓ
Ｂ
は
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
概
念
基
準
書

（Concepts Statem
ent

）
８
号

「
財
務
報
告
の
た
め
の
概
念
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
」
の
４
章
「
財
務
諸
表
の

要
素
（Elem

ents of Financial 
Statem

ents

）」
と
７
章
「
表
示

（Presentation

）」
を
公
表
し
た
。

Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
概
念
基
準
書
は
、「
権

威
の
あ
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
」で
は
な
く
、

Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
基
準
書
よ
り
低
位
の
ヒ
エ

ラ
ル
キ
ー
で
は
あ
る
が
、
会
計
処
理

等
に
お
い
て
参
照
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。

財
務
諸
表
の
要
素

４
章
「
財
務
諸
表
の
要
素
」
は
、

初
め
て
「
資
産
・
負
債
ア
プ
ロ
ー
チ
」

を
示
し
た
と
い
わ
れ
る
従
来
の
概
念

基
準
書
６
号
「
財
務
諸
表
の
要
素
」

を
全
面
的
に
置
き
換
え
る
も
の
で
、

６
号
と
同
様
に
10
の
財
務
諸
表
の
要

素
（
資
産
、負
債
、持
分
（equity

）

ま
た
は
純
資
産
、
収
入
、
費
用
、
利

得
（gains

）、
損
失
（losses
）、

所
有
者
に
よ
る
投
資
、
所
有
者
へ
の

分
配
、
包
括
利
益
）
を
再
定
義
し
て

い
る
が
、
重
要
な
変
更
は
な
い
。 

公
開
草
案
で
のA

ppendix 

A

「
発
生
主
義
会
計
（accrual 

accounting

）」
は
、
４
章
で
は
な

く
、
１
章
「
一
般
的
な
目
的
の
財
務

報
告
の
目
的
」
の
前
文
に
修
正
さ
れ

て
含
ま
れ
て
い
る
。

表　
示

７
章
「
表
示
」
は
、
一
般
的
な
目

的
の
財
務
諸
表
に
含
ま
れ
る
べ
き
情

報
と
財
務
報
告
の
目
的
の
達
成
に
寄

与
で
き
る
適
切
な
表
示
方
法
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
。

完
全
な
財
務
諸
表
（full set of 

financial statem
ents

）
の
定
義

を
提
供
し
、
科
目
、
小
計
な
ど
の
設

定
に
関
す
る
考
え
方
を
述
べ
て
い

る
。
ま
た
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
概
念
基
準
書

５
号
「
事
業
会
社
の
財
務
諸
表
の
認

識
と
測
定
」
の
７
章
に
関
連
す
る
部

分
は
削
除
さ
れ
た
。

去
る
２
０
２
１
年
12
月
20
日
、
Ｆ

Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会
計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト

（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）
の
公
開
草
案
「
負
債
―

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
ト
ピ
ッ
ク
405
―
50
）

―
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
債
務
の
開
示
」
を
公
表

し
た
。

現
行
で
は「
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
・
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム（supplier 

finance program

）」
の
開
示
に

つ
い
て
の
規
定
は
な
く
、
公
開
草
案

で
は
サ
ブ
・
ト
ピ
ッ
ク
を
新
設
し
て

い
る
。

「
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
・
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
、「
リ
バ
ー
ス
・

フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
」や「
買
掛
金
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
購
入
者
（
物
品
や
サ
ー
ビ

ス
の
受
領
者
）
が
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー

か
ら
の
物
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
に

関
連
し
、
資
金
提
供
者
ま
た
は
他
の

仲
介
者
と
の
間
で
契
約
を
締
結
し
、

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
そ
れ
ら
の
者
に
早

期
支
払
を
要
求
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
購
入
者
は
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
主
要
な
条
件
、
期
末
の
購

入
者
の
未
払
義
務
の
金
額
、
義
務
の

貸
借
対
照
表
の
表
示
場
所
、
当
期
間

の
義
務
の
変
動
表
の
開
示
を
要
求
さ

れ
る
。
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な
お
、
２
０
２
１
年
11
月
に
Ｉ
Ａ

Ｓ
Ｂ
は
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
公
開
草
案

と
同
様
な
契
約
の
開
示
を
扱
っ
た

公
開
草
案
「Supplier Finance 

A
rrangem

ent

」
を
公
表
し
て
い

る
が
、
そ
の
公
開
草
案
で
は
、
Ｆ
Ａ

Ｓ
Ｂ
の
公
開
草
案
の
開
示
に
追
加
し

て
、「
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
受
領
済
み

の
金
額
」
や
「
債
務
支
払
期
日
」
の

開
示
も
要
求
し
て
い
る
。

公
開
草
案
は
遡
及
的
に
適
用
さ

れ
、
適
用
日
は
未
定
で
あ
る
。

コ
メ
ン
ト
期
限
は
、
２
０
２
２
年

３
月
21
日
で
あ
る
。

国
際
会
計

自
社
株
買
い
に
関
す
る
２
つ
の
規
則

案
、公
表
─
Ｓ
Ｅ
Ｃ

去
る
２
０
２
１
年
12
月
15
日
、
Ｓ

Ｅ
Ｃ
（
米
国
証
券
取
引
委
員
会
）
は

自
社
株
買
い
（repurchases or 

buybacks

）
に
関
す
る
開
示
と
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
つ
い
て
、
２
つ

の
１
９
３
４
年
証
券
取
引
法
の
改
正

案
を
公
表
し
た
。

自
社
株
買
い
開
示
の
改
正
案

「
自
社
株
買
い
開
示
の
現
代

化
（S

h
a

re
 R

e
p

u
rch

a
se 

D
isclosure M

odernization

）」

の
改
正
案
で
は
、
新
し
い
様
式
で
あ

る
様
式
Ｓ
Ｒ
で
の
、
自
社
株
を
購
入

し
た
日
の
よ
り
適
時
な
開
示
が
要
求

さ
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
自
社
株
の
購
入
を

行
っ
た
日
の
次
の
営
業
日
の
終
了
前

に
、
外
国
企
業
を
含
む
Ｓ
Ｅ
Ｃ
登
録

者
は
、
購
入
日
、
購
入
し
た
株
式
の

種
類
、
購
入
株
式
数
、
平
均
購
入
価

格
な
ど
の
情
報
を
示
し
た
様
式
Ｓ
Ｒ

を
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
提
出
す
る
こ
と
が
要

求
さ
れ
る
。

ま
た
、
改
正
案
は
、
既
存
の
年
次

報
告
書
と
四
半
期
報
告
書
で
要
求
さ

れ
る
自
社
株
買
い
に
つ
い
て
の
定
期

的
な
開
示
を
強
化
し
て
お
り
、
自
社

株
買
い
の
目
的
ま
た
は
合
理
性
、
取

引
の
制
限
を
含
む
購
入
期
間
中
の
経

営
幹
部
に
よ
る
株
式
の
売
買
に
関
す

る
方
針
と
手
続
な
ど
の
開
示
要
求
が

追
加
さ
れ
る
。
改
正
案
は
、
近
年
、

米
国
に
お
い
て
は
自
社
株
買
い
の
金

額
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
背
景
と

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
に
よ
る
自
社
株
取

引
制
限
の
改
正
案

「
10
ｂ
５
―
１
規
則
と
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
（Rule 10b5-1 and 

Insider Trading

）」
の
改
正
案
で

は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
認
め
ら

れ
る
条
件
を
示
し
て
い
る
規
則
10
ｂ

５
―
１
を
投
資
家
の
保
護
の
た
め
に

改
正
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
営
幹
部

が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
通
じ
て
自

身
が
有
し
て
い
る
非
公
開
情
報
か
ら

の
利
益
を
得
る
機
会
を
減
少
さ
せ
て

い
る
。
改
正
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

・
経
営
幹
部
が
締
結
し
た
取
引
契
約

は
、
取
引
開
始
か
ら
１
２
０
日
の

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
期
間
を
含
ま
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

・
発
行
者
が
締
結
し
た
取
引
契
約
は
、

取
引
開
始
か
ら
30
日
の
ク
ー
リ
ン

グ
オ
フ
期
間
を
含
ま
な
く
て
は
な

ら
な
い
。

・
経
営
幹
部
は
、
取
引
に
あ
た
り
、

重
要
な
非
公
開
情
報
を
知
ら
な
い

こ
と
を
書
面
で
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ま
た
、
年
次
報
告
書
で
は
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
の
方
針
と
手
続
な
ど
の

開
示
が
新
た
に
要
求
さ
れ
る
。

コ
メ
ン
ト
期
間

コ
メ
ン
ト
期
間
は
、
連
邦
官
報
に

掲
載
後
45
日
ま
で
で
あ
る
。

金
　
　
融

「
市
場
と
の
対
話
」な
い
ま
ま
利
上
げ

に
踏
み
切
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行

イ
ギ
リ
ス
中
央
銀
行
の
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
銀
行
は
２
０
２
１
年
12
月
16

日
、
政
策
金
利
を
０
・
１
５
％
引
き

上
げ
０
・
２
５
％
と
す
る
と
公
表
し

た
。
市
場
の
大
方
の
予
想
と
は
異
な

り
、
今
回
も
意
表
を
突
く
政
策
決
定

と
な
っ
た
。
11
月
４
日
の
金
融
政
策

委
員
会
（
Ｍ
Ｐ
Ｃ
）
で
は
、
市
場
予

想
と
は
逆
に
７
対
２
で
利
上
げ
を
見

送
っ
た
が
、
今
回
は
１
カ
月
余
り
で

逆
に
８
対
１
で
予
想
外
の
利
上
げ
と

な
り
、
２
回
続
け
て
市
場
予
想
と
は

逆
の
決
定
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
12
月
16
日
に
発
表
さ
れ
た
欧

州
中
央
銀
行
の
金
融
政
策
に
つ
い
て

は
、
ラ
ガ
ル
ド
総
裁
が
「
２
０
２
２

年
中
の
利
上
げ
の
可
能
性
は
極
め
て

低
い
」
と
ス
タ
ン
ス
が
変
わ
っ
て
い

な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
は
、
11
月
の

Ｍ
Ｐ
Ｃ
後
の
記
者
会
見
で
ベ
イ
リ
ー

総
裁
が
「
利
上
げ
予
想
に
対
し
て
は

警
告
す
る
」
と
明
言
し
な
が
ら
、
市

場
の
裏
を
か
く
か
の
よ
う
な
今
回
の

利
上
げ
だ
。
昨
今
の
日
米
欧
の
中

央
銀
行
が
、「
市
場
と
の
対
話
」
を

重
視
し
て
政
策
変
更
前
の
市
場
の
コ

ン
セ
ン
サ
ス
を
誘
導
し
、
記
者
会
見

や
声
明
文
で
調
整
し
な
が
ら
混
乱
を

防
ぐ
方
法
と
は
異
な
る
。
た
だ
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
オ
ミ
ク
ロ
ン

株
の
英
国
内
の
感
染
拡
大
は
急
速
だ

が
、
重
症
化
リ
ス
ク
は
小
さ
い
こ
と

が
バ
イ
デ
ン
米
大
統
領
の
発
言
や
イ

ギ
リ
ス
や
南
ア
フ
リ
カ
の
研
究
所
の

発
表
か
ら
広
く
認
識
さ
れ
た
。
こ
の

た
め
Ｍ
Ｐ
Ｃ
委
員
の
多
数
が
、
景
気

対
策
よ
り
も
イ
ン
フ
レ
抑
制
に
政
策

の
優
先
順
位
を
変
え
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

実
際
、
英
統
計
局
が
12
月
15
日
に

発
表
し
た
11
月
の
消
費
者
物
価
指
数

は
前
年
同
月
比
５
・
１
％
の
伸
び
で
、

約
10
年
振
り
の
高
い
伸
び
率
だ
っ

た
。
こ
の
た
め
、
従
来
な
ら
市
場
が

追
加
利
上
げ
を
織
り
込
み
に
行
く
な

ど
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
の
政
策
転

換
が
市
場
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る

は
ず
だ
が
、
発
表
直
後
に
英
ポ
ン
ド

や
英
国
債
利
回
り
の
明
確
な
上
昇
ト

レ
ン
ド
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
政
策

の
一
貫
性
に
市
場
が
疑
問
を
持
っ
て

い
る
側
面
も
あ
る
。
た
だ
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
情
勢
悪
化
に
よ
る
欧
州
の
天
然

ガ
ス
価
格
の
高
騰
が
12
月
21
日
以
降

に
顕
著
に
な
る
と
、
英
ポ
ン
ド
・
英

国
債
利
回
り
と
も
に
上
昇
す
る
動
き

を
み
せ
て
い
る
た
め
、
今
後
こ
れ
が

継
続
す
る
か
注
目
さ
れ
る
。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2021年 
12月16日

「監査役監査基準」等及び
「内部統制システムに係る
監査の実施基準」等の改定

日本監査
役協会

会社法の改正および改正会社法に係る法務省令の改正、コーポレートガバナ
ンス・コードの改訂等を踏まえ、改定したもの。
https://www.kansa.or.jp/news/post-2502/

今号
解説

2021年 
12月17日

政令334号
会社法の一部を改正する法
律の一部の施行期日を定め
る政令

会社法の一部を改正する法律（令和元年法律70号）附則１条ただし書きに規
定する規定（株主総会資料の電子提供制度の創設等）の施行期日を、2022年
９月１日とするもの。
https://kanpou.npb.go.jp/20211217/20211217g00282/20211217g00
2820002f.html

―

2021年 
12月17日

税務行政DX ～構想の実現
に向けた工程表～ 国税庁

2021年６月に公表された「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション
―税務行政の将来像2.0－」を踏まえ、構想等の実現に向けた工程表を取りま
とめたもの。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/zeimugyosei/
pdf/0021012-075.pdf

―

2021年 
12月20日

監査上の主要な検討事項
（KAM）の強制適用初年度に
おける検討プロセスに対す
る監査役等の関与について

日本監査
役協会

2021年７月から８月にかけて日本監査役協会の３月決算上場会社会員に対
して実施したアンケート調査について、調査結果の傾向を把握するとともに、
実務の参考となる好事例の抽出と分析を試みたもの。
https://www.kansa.or.jp/support/library/post-2551/

―

2021年 
12月20日

企業におけるコロナ禍の影
響および監査役等の監査活
動の変化について

日本監査
役協会

コロナ禍における監査の視点のあり方や監査手法および監査の課題を明らか
にし、監査活動に対する今後の方向性を検討したもの。
https://www.kansa.or.jp/support/library/post-2552/

今号
解説

2021年 
12月20日

サステナビリティ基準委員
会（SSBJ）の設立及びSSBJ 
設立準備委員会の設置につ
いて

FASF

IFRS財団によるISSB設置の公表（2021年11月）を受け、2022年7月1日に
サステナビリティ基準委員会（SSBJ）を設立することを公表するもの。また、
SSBJ設立準備委員会を設置し、SSBJが設置されるまでの間、急速に進む国
際的な議論に対応する。
https : / /www.asb .or. jp/ jp/wp-content/up loads/news_
release_20211220_02.pdf

―

2021年 
12月21日

「記述情報の開示の好事例
集2021」の公表（サステナ
ビリティ情報に関する開
示）

金融庁
「サステナビリティ情報」に関する開示について、どのような開示が投資判断
にとって有用と考えられるのか、有識者による勉強会を開催し、議論された開
示例を取りまとめたもの。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/singi/20211221.html

―

2021年 
12月24日 令和４年度税制改正の大綱

与党「令和４年度税制改正大綱」を受けて閣議決定されたもの。
https://www.mof .go. jp/tax_pol icy/tax_reform/out l ine/
fy2022/20211224taikou.pdf

―

証
　
　
券

今
年
の
株
価
は
Ｎ
字
型
の
展
開
を
予
想

２
０
２
２
年
の
幕
が
開
け
た
。
昨

年
の
世
界
の
株
式
市
場
を
振
り
返
っ

て
み
る
と
、
コ
ロ
ナ
禍
の
展
開
に
翻

弄
さ
れ
る
感
は
あ
っ
た
が
、
経
済
活

動
は
回
復
が
基
本
で
、
株
式
市
場
も

一
昨
年
の
暴
落
か
ら
の
回
復
が
基
調

と
な
り
、
秋
に
は
ア
メ
リ
カ
を
先
頭

に
主
要
な
株
価
指
数
が
史
上
最
高
値

を
達
成
す
る
国
が
少
な
く
な
か
っ

た
。日

本
市
場
は
各
国
に
比
べ
株
価

の
回
復
力
の
弱
さ
も
指
摘
さ
れ
る

が
、
そ
れ
で
も
昨
年
は
日
経
平
均
が

春
先
、
秋
口
の
２
度
に
わ
た
っ
て

３
万
円
台
を
回
復
し
た
。
こ
れ
は
何

と
約
30
年
振
り
の
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
３
万
円
台
を
安
定
的
に
維
持
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
企
業
収

益
の
回
復
、
増
加
テ
ン
ポ
は
他
市
場

に
劣
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
だ
け

に
、
日
本
株
の
相
対
的
な
割
安
感
は

強
ま
っ
て
い
る
と
の
見
方
も
あ
る
。

新
年
の
株
価
動
向
を
世
界
的
に
展

望
し
て
み
る
と
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の

感
染
拡
大
、
景
気
と
物
価
の
動
向
、

ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
政
策
当
局
の
金

融
政
策
、
財
政
政
策
の
展
開
、
中
国

の
巨
大
企
業
の
債
務
危
機
、
ア
メ
リ

カ
と
中
国
・
ロ
シ
ア
と
の
政
治
的
対

立
の
行
方
な
ど
が
カ
ギ
と
な
ろ
う
。

い
ず
れ
も
、
事
態
の
展
開
次
第
で

は
、
株
式
市
場
を
揺
さ
ぶ
る
問
題
で

あ
る
。
特
に
株
価
暴
落
に
つ
な
が
る

の
は
、
こ
う
し
た
問
題
が
事
前
の
想

定
と
大
き
く
違
っ
た
展
開
を
し
て
い

く
場
合
、
つ
ま
り
サ
プ
ラ
イ
ズ
と

な
っ
た
場
合
で
あ
る
。

こ
の
点
で
強
く
懸
念
さ
れ
る
の

は
、
昨
年
秋
か
ら
世
界
的
に
顕
著
に

な
っ
て
き
た
半
導
体
不
足
、
原
材
料

不
足
に
よ
っ
て
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

が
乱
れ
、
生
産
が
抑
制
さ
れ
つ
つ
あ

り
、
結
果
と
し
て
イ
ン
フ
レ
（
卸
売

物
価
）
が
何
十
年
振
り
の
水
準
に
達

し
て
い
る
国
が
増
え
て
い
る
こ
と

だ
。こ

の
イ
ン
フ
レ
が
収
ま
る
展
望
が

生
じ
れ
ば
、
２
０
２
２
年
の
世
界
の

株
価
は
ア
メ
リ
カ
を
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
基
本
的
に
上
昇
軌
道
を
歩
む
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
株
価
は
一
本
調
子
で

上
昇
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の

で
、
年
央
辺
り
に
は
調
整
局
面
が
訪

れ
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
調
整

を
経
て
秋
以
降
は
勢
い
を
取
り
戻

し
、
年
末
の
株
価
は
年
初
よ
り
高
く

な
る
、
と
い
っ
た
Ｎ
字
型
の
株
価
展

開
を
予
想
す
る
見
方
も
あ
る
。


